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エ コマークは (財)日本環境協会が自主的に運営し ている事

業です。エコマークの活動予算は、すべて認定企業の皆様か

らのエ コマーク使用料および商品認定申込者の皆様からの

商品認定審査料でまかなわれています。 「エコマークニュー

ス」 では、 「エコマーク事業実施要領」 に基づき、 エコマーク

事業に関する情報を提供し ています。

●エコマーク情報提供が充実！

　 ホームページでの消費者向けコンテンツや

グリーン購入法特定調達品目によるエ コ マー

ク商品の検索、 また、 メ ールマガジンのリ ニ

ューアル創刊など、 エコマークの情報提供を

充実 ・ 強化し ま し た。

（詳細につきま し ては、６ ページ 「普及 ・ 広報

活動」 をご覧 く だ さい。）

消費者向けコ ンテンツの画面

http://www.ecomark.jp/lifestyle/
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委員会報告／決定事項

エコマーク運営委員会 （第 １８ 回）

第 １８ 回エ コ マーク 運営委員会 （委員長 ： 森島昭夫

(財)地球環境戦略研究機関理事長） が ２００７ 年 ３ 月 １４

日に開催されま した。審議内容は以下のとおり です。

〈審議内容〉

（１） 平成１９年度エコマーク事業計画・予算案が承認さ

れま し た。 エ コ マーク 事業の収入に関し て、 ２００５

年度から導入された新料金体系の影響について補足

説明があ り ま し た。

（２） ２００７ 年度から の ５ 年間を対象 と するエコ マーク

中期活動計画の草案が報告されま し た。 次回の同委

員会で審議の上、 承認を受ける予定です。

（３） 前回の第 １７ 回委員会での指摘を踏まえての 「使

用料の特別措置 （軽減措置）」 に係る検討状況が報告

されま し た。

（４） エコ マーク事業に関し て、 平成 １８ 年度の実施状

況が報告されま し た。

　 なお今回の運営委員会よ り 、 審議の資料をエコマー

ク事務局ホームページにて公開し てお り ますので、 詳

し く はこ ち ら をご覧 く ださい。

（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｅｃｏｍａｒｋ.ｊｐ/ｕｎｅｉ_ｉｎｆｏ.ｈｔｍｌ#１８）

エコマーク類型 ・ 基準制定委員会 （第 ４７ 回）

　 第４７回エコマーク類型 ・ 基準制定委員会 （委員長 ：

郡嶌 孝 同志社大学教授） が、 ２００７年４月１３日に開

催されま し た。 審議内容は以下の とお り です。

〈審議内容〉

（１） ７ つの認定基準の制定が、 表 １ の とお り 決ま り ま

し た。

（２） ５ つの認定基準案の公表およびパブ リ ッ ク コ メ ン

ト の受付を行 う こ と が、表２ のとおり決ま り ま し た。

（３） 認定基準の軽微な改定に関する案が、 表 ３ の とお

り 承認されま し た。

※次回エコマーク類型・基準制定委員会は２００７年６月

８ 日 （予定） です。

表 １ 認定基準の制定

類型番号 類 　 型 　 名 制定日

制 　 定

１２２ プ リ ン タ Ｖｅｒｓｉｏｎ２.０ ２００７.５.５

１２４ ガ ラ ス製品 Ｖｅｒｓｉｏｎ２.０ ２００７.５.５

１２６ 塗料 Ｖｅｒｓｉｏｎ２.０ ２００７.４.１３  注 ２）

１２３

建築製品
　 　  注 １）

（内装工事関係用資材） Ｖｅｒｓｉｏｎ２.０ ２００７.５.５

１３７ （外装 ・ 外構工事関係用資材） Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０ ２００７.５.５

１３８ （材料系の資材） Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０ ２００７.５.５

１３９ （設備） Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０ ２００７.５.５

（次ページに続 く ）

表 ２ 認定基準案の公表 （パブ リ ッ ク コ メ ン ト 受付）

類型番号 類 　 型 　 名 公表期間 制定日 （予定）

公 　 表 １０１ かばん及びスーツケース Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０ ２００７.５.５～２００７.７.３ ２００７.９.１

注 １） 商品類型 「建築製品」 は、該当する認定基準の探し易さ など申請者の利便性に配慮し、４ つの類型に分割し て認定基準を

制定する こ と と し ま し た。

注 ２） ホームページ上で公表する こ と によ って即日制定し ま し た。
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認定基準制定のお知らせ

エコマーク商品類型 Ｎｏ.１２２ 「プ リ ン タ Ｖｅｒｓｉｏｎ２.０」

エコマーク商品類型 Ｎｏ.１２４ 「ガラス製品Ｖｅｒｓｉｏｎ２.０」

エコマーク商品類型 Ｎｏ.１２６ 「塗料Ｖｅｒｓｉｏｎ２.０」

エコマーク商品類型 「建築製品」 （Ｎｏ.１２３、 Ｎｏ.１３７、 Ｎｏ.１３８、Ｎｏ.１３９ の ４ つの

類型番号に分割し て制定） [第 １ 期分]

●エコマーク商品類型 Ｎｏ.１２２

「プ リ ン タ Ｖｅｒｓｉｏｎ２.０」

　 最新の知見に基づき、 ３Ｒ　設計の要求事項 ・ 騒音基

準の更新、 エネルギー基準におけ る最新エナジース

ター基準の導入、 ＶＯＣ　放散量の数値基準値の設定また

は参考値の提出などの見直し を行いま し た。

　 また、 ブルーエンジェルなど他国の環境ラベルの基

準と の調和を図る観点から、 基準項目や製造事業者が

共通する商品類型Ｎｏ.１１７ 「複写機Ｖｅｒｓｉｏｎ２」 と の段

階的な商品類型統合も視野に入れています。

●エコマーク商品類型 Ｎｏ.１２４

「ガラス製品 Ｖｅｒｓｉｏｎ２.０」

　 従来の認定基準のねらいであ るガラ スカレ ッ ト の有

効利用と い う 側面を踏襲しつつ、 適用範囲の拡大、 ガ

ラ スカレ ッ ト の配合率などの見直し を行いま し た。

　 特に 「ガラ ス製のびん」 では、 これまで、 その他色

のびんのみを対象と し ていま し たが、 無色と茶のびん

も新たに対象に加えま し た。 今後、 ガラ スカレ ッ ト を

高い比率で使用し たガラ スびんのエコマーク認定商品

が誕生する こ と が期待されます。

注 ４） 本案件は通常の軽微な改定よ り も大幅な改定を伴 う ため、 ２ ヵ 月間の公表を実施し ま し た。 今回、 Ｖｅｒｓｉｏｎ２.１ から

Ｖｅｒｓｉｏｎ２.２ にな り ます。

表 ３ 認定基準の改定

類型番号 類 　 型 　 名 改定日

軽微な

改 　 定

１０９ タ イル ・ ブロ ッ ク Ｖｅｒｓｉｏｎ２.２ ２００７.４.１３

１１５ 間伐材、 再 ・ 未利用木材などを使用し た製品 Ｖｅｒｓｉｏｎ２.１ ２００７.４.１３

１１７ 複写機 Ｖｅｒｓｉｏｎ２.１ 注 ４） ２００７.５.５

１１９ パーソナルコ ンピ ュータ Ｖｅｒｓｉｏｎ２.１ ２００７.４.１３

１２６ 塗料 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.６ ２００７.４.１３

１２８ 日用品 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.４ ２００７.４.１３

１３１ 土木製品 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.６ ２００７.４.１３

１３２ ト ナーカー ト リ ッジ Ｖｅｒｓｉｏｎ１.１ ２００７.４.１３

注 ３） 表 １ の注 １） に同じ。

類型番号 類 　 型 　 名 公表期間 制定日 （予定）

公 　 表

１２３

建築製品
　 　  注 ３）

（内装工事関係用資材） Ｖｅｒｓｉｏｎ２.０ の適用範囲の

拡大案
２００７.５.５～７.３ ２００７.９.１

１３７
（外装 ・ 外構工事関係用資材） Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０ の適用

範囲の拡大案
２００７.５.５～７.３ ２００７.９.１

１３８ （材料系の資材） Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０ の適用範囲の拡大案 ２００７.５.５～７.３ ２００７.９.１

１３９ （設備） Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０ の適用範囲の拡大案 ２００７.５.５～７.３ ２００７.９.１

エコマーク事務局ホームページでは、 本委員会の速報を 「エコマーク類型・基準制定委員会決定事項速報」 と

し て、 本ニュース レ ター発行前に公開し ています。
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認定基準案の公表

エコマーク商品類型 Ｎｏ.１０１ 「かばん及びスーツケース Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０ 」

エコマーク商品類型 「建築製品」 （Ｎｏ.１２３、 Ｎｏ.１３７、 Ｎｏ.１３８、Ｎｏ.１３９ の ４ つの

類型番号に分割し て制定） [第 ２ 期分]

、

●エコマーク商品類型 Ｎｏ.１０１

「かばん及びスーツケース Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０」

“かばん” は、 旅行や通勤・通学などで毎日のよ う に

使用される、 消費者に と って大変身近な製品です。 今

般、 商品類型Ｎｏ.１０１ 「使用後回収・ リ サイ クルされる

スーツ ケース Ｖｅｒｓｉｏｎ２」 の見直 し を機に、 Ｎｏ.１０４

「家庭用繊維製品 Ｖｅｒｓｉｏｎ２」 において多数の認定実績

があ る布製かばんなど も対象に加え、 新たな商品類型

Ｎｏ.１０１ 「かばん及びスーツケース Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０」 と し

て独立再編し ま し た。

　 消費者によ る製品選択の視点か ら “かばん” の ラ イ

フサイ クルを再考し、 従来の リ サイ クル繊維の使用に

加え、 “長期使用設計” の考え方を認定基準に導入。 ま

た、 “かばん” に用いられる材料と し て、 エコマーク で

は初めて “革” について認定基準を設定し ま し た。

●エコマーク商品類型 「建築製品」 （Ｎｏ.１２３、Ｎｏ.１３７

Ｎｏ.１３８、 Ｎｏ.１３９ の ４ つの類型番号に分割し て制

定） [第 ２ 期分]

　 従来のエコマーク商品類型 Ｎｏ.１２３ 「再生材料を使

用し た建築用製品」 を見直し、 対象とする製品の範囲

を大幅に広げ、商品類型 「建築製品」 と し て、 基準を

Ｎｏ.１２３、Ｎｏ.１３７、 Ｎｏ.１３８、 Ｎｏ.１３９ の ４つの類型番

号に整理する作業を ３ 期に分けて行っています。

　 今回は第 ２ 期分 と し て、 新たに ８ つの適用範囲 （窓

サ ッ シ ・ ド アセ ッ ト 、 断熱材、 吸音材料、 内装用ボー

ド、 プラ スチッ クデッ キ材、 雨水貯留槽、 排水 ・ 通気

用硬質塩化ビニル管、 住宅用浴室ユニ ッ ト ） を対象と

する認定基準案を公表し ます。

　 従来の認定基準は、 主と し て資源循環の観点から再

生材料の使用を規定し ていま し た。 新認定基準では、

再生材料の使用に加えシ ッ クハウ ス対策などの化学物

質管理を強化。 また地球温暖化防止など、 建築に関わ

る多様な観点から見直し を行いま し た。

　 これら の認定基準案に関し、 ２００７ 年 ５ 月 ５ 日 （土）

～７ 月 ３ 日 （火） まで意見 （パブ リ ッ ク コ メ ン ト ） の受

付を行います。 受付方法に関し ては次ページをご参照

く ださい。

、●エコマーク商品類型 Ｎｏ.１２６ 「塗料 Ｖｅｒｓｉｏｎ２.０」

　 大気汚染防止や住環境の改善を基本と し た従来の認

定基準の方針を引き継ぎ、改正大気汚染防止法 （２００６

年４月施行） の主眼でもある揮発性有機化合物 （ＶＯＣ）

の削減に焦点を当てま し た。

　 今回の見直し では、 低 ＶＯＣ 塗料の普及が今後期待

される分野と し て、 自動車補修用塗料を新たに対象と

し て と り あげま し た。 改正大気汚染防止法は、 規制と

事業者の自主的取 り 組みを効果的に組み合わせる こ と

を理念と し ています。 環境配慮塗料の製造 ・ 販売と い

う事業者の自主的な取り 組みをエコマーク を通じて ＰＲ

し てい く こ と で、 自動車補修の分野におけ る低 ＶＯＣ

塗料の普及が進むこ と が期待されます。

　 なお、 ホームページ等でお知らせし てお り ますとお

り 、 認定基準案においては、 本類型の制定予定日を当

初 ２００７ 年 ５ 月 １ 日と し てお り ま し たが、 同年 ４ 月 １３

　日に変更いた し ま し た。

●エコマーク商品類型 「建築製品」 （Ｎｏ.１２３、Ｎｏ.１３７

Ｎｏ.１３８、 Ｎｏ.１３９ の ４ つの類型番号に分割し て制

定） [第 １ 期分]

　 エ コ マーク 商品類型 Ｎｏ.１２３、 Ｎｏ.１３７、 Ｎｏ.１３８、

Ｎｏ.１３９ 「建築製品」 では、 従来の商品類型 Ｎｏ.１２３

「再生材料を使用し た建築用製品」 を見直し、 対象 と

する製品の範囲を大幅に広げる作業を ３ 期に分け行っ

ています。 第１期分と し て、 ２００７年１月１５日から同

年３月１５日まで公表し た、 ９つの適用範囲 （ルーフ ィ

ング、 建築用石材、 木質フ ロー リ ング、 障子 ・ 襖、 障

子紙 ・ 襖紙、 ボード、 畳、 壁紙、 ガス漏れ警報器） を

対象とする認定基準を制定し ます。

　 商品ラ イ フサイ クルの概念を導入する以前に制定し

た商品類型Ｎｏ.６２ 「省電力型のガス漏れ警報器」 につ

いては、 ラ イ フサイ クルの観点から環境側面を総合的

に見直すと と もに、 省エネルギーに関する基準を強化

し、 商品類型 Ｎｏ.１３９ 「建築製品 （設備） Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０」

の第 １ 期分と し て、 制定し ま し た。
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「認定基準案の公表に関する意見の受付について」

◇問合せ ： エコマーク事務局 基準課 （ＴＥＬ ０３-５１１４-１２５５）

　 電話によ る ご意見はお受けでき ませんので、 ご了承 く ださい。

以下の項目を もれな く ご記入の上、郵送、ＦＡＸ または ｅ メ ールにて下記送付先までお送 り く ださい。

　 ①住所、 氏名、 職業、 連絡先電話番号、 ＦＡＸ番号、ｅ メ ールア ド レ ス

　 ②意見を述べるエコマーク商品類型の認定基準案名

　 ③上記認定基準案についての意見の要旨

　 　 ＊郵送 ・ ＦＡＸ の場合は Ａ４ 版、 ｅメ ールにファ イルを添付される場合は、 ワード、エ ク セルにてお願いし ます。

送付期日 ： ２００７ 年 ７ 月 ３ 日（火） 　　 　 ＊郵送は当日消印有効、 ｅ メ ールは １７ ： ００ 必着

送 付 先 ： (財)日本環境協会 エコマーク事務局 基準課

住所 〒 １０６-００４１ 東京都港区麻布台 １-１１-９ ダヴ ィ ンチ神谷町 ２ 階

ＦＡＸ  ０３-５１１４-１２５７ ｅメ ール ｅｃｏｍａｒｋ＠ｊａｐａｎ.ｅｍａｉｌ.ｎｅ.ｊｐ

◆「かばん及びスーツケース」 認定基準案説明会

〈東京会場〉

日 時 ： ６ 月 ５ 日 （火） １０ : ００～１２ ： ００

場 所 ： (財)日本環境協会 第 １ ・ ２ 会議室

（東京都港区麻布台 １-１１-９　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ダヴ ィ ンチ神谷町 ２ 階）

〈大阪会場〉

日 時 ： ６ 月 １４ 日 （木） １０ : ００～１２ ： ００

場 所 ： おおさか ＡＴＣ グ リ ーンエコプラザ

ビオ ト ーププラザ

（大阪市住之江区南港北 ２-１-１０  

ＡＴＣ ビル ＩＴＭ棟 １１ 階）

お知らせ

エコマーク商品類型 「かばん及びスーツケース」、 「建築製品」 [第 ２ 期分] の

認定基準案についての説明会を開催し ます

５ 月 ５ 日に公表し た 「かばん及びスーツケース」 お

よび 「建築製品」 [第 ２ 期分] の認定基準案 （４ ページ

参照） について、下記の通り説明会を開催いたし ます。

　 エコマーク の申込手続き をはじめ、 各認定基準案の

ポ イ ン ト 等について、 わか り やす く 説明させていただ

く 予定です。 是非ご参加 く ださい。

 参加ご希望の方は、 エコマーク事務局ホームページ （ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｅｃｏｍａｒｋ.ｊｐ/） 上から 「参加申込フ ォーム」

をダウ ン ロード し、 ６月４日 （月） １７時までにＦＡＸ （０３-５１１４-１２５７） にてお申込み く ださい。 また、 認定基準

案に対する ご質問やご意見などがございま し た ら、 予めお知らせいただければ幸いです。

※参加申込受付の連絡や参加票の発行はいた し ません。 また勝手ながら、 定員に達し た場合、 受付を終了する

こ と がございますので、 予めご了承 く だ さい。

◆「建築製品」 [第 ２ 期分] 認定基準案説明会

〈東京会場〉

日 時 ： ６ 月 ５ 日 （火） １４ : ００～１６ ： ００

場 所 ： (財)日本環境協会 第 １ ・ ２ 会議室

（東京都港区麻布台 １-１１-９　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ダヴ ィ ンチ神谷町 ２ 階）

〈大阪会場〉

日 時 ： ６ 月 １４ 日 （木） １４ : ００～１６ ： ００

場 所 ： おおさか ＡＴＣ グ リ ーンエコプラザ

　 　 　 　 ビオ ト ーププラザ

（大阪市住之江区南港北 ２-１-１０  

ＡＴＣ ビル ＩＴＭ棟 １１ 階）
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普及・広報活動

エコマーク情報提供が充実

～エコマーク事務局ホームページ新コンテンツ、 新機能等のご案内～

　 皆さ まへの情報提供の拡充を目指すエコマーク事務

局ではこの度、 ホームページを リ ニューアルし、 エコ

マーク認定商品等の情報提供を充実 ・ 強化いた し ま し

た。 今回の注目ポ イ ン ト は以下の点です。

●消費者向けコ ンテンツ 「エ コマーク ・ ラ イ フス タ イ

ル」 オープン

　 消費者の皆さ まに、 エコマーク商品についてわか り

やす く 、 そ し て身近に感じ ていただ く ためのコ ンテン

ツ を作 り ま し た。 身の回 り の具体的な商品を取 り 上

げ、 エコマーク商品購入の環境効果をわか り やす く 説

明するなど、 楽し く エコマーク について知る こ と がで

き る コーナー、 また、 子ど もの環境教育に役立つ 「こ

ど ものページ」 も あ り ます。

ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｅｃｏｍａｒｋ.ｊｐ/ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ/

（ ト ッ プページ上部の 「エコマーク ・ ラ イ フ ス

タ イル」 ア イ コ ンから ご覧になれます。）

●「グ リ ーン購入法」 特定調達品目検索機能の追加

　 ト ッ プページにあ る 「認定商品ク イ ッ ク検索」 に、

グ リ ーン購入法の特定調達品目からエコマーク商品を

検索でき る機能を追加し ま し た。 エコマーク の認定基

準は、 グ リ ーン購入法の判断の基準とおおむね同等以

上であ るため、 国や地方公共団体を中心に実施されて

いる グ リ ーン購入での商品選択の際の具体的な目安と

し てご活用いただけます。 ぜひご利用 く ださい。

ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｅｃｏｍａｒｋ.ｊｐ/ｇｒｅｅｎ.ｐｈｐ

●メ ールマガジン 『エ コマーク広報』 創刊

「エ コ マーク ニ ュース／ メ ール版」 が 『エ コ マーク

広報』 と し て リ ニ ューアルいた し ま し た。 １２ 回／年

の発行を目指し、 基準制定の最新の動きなど皆さ まの

お役に立つ情報を、 これまで以上にタ イ ム リ ーに発信

いた し ます。 エコマーク事業を よ り 身近に感じ ていた

だけた ら幸いです。

　 まだ登録されていない方は、 エコマーク事務局ホー

ムページから是非ご登録 く ださい。

エコマーク認定商品情報

通学用かばんと して初のエコマーク認定商品が登場

　 子ど も たちが毎日の生活の中で使用する商品の環境

配慮を進めてい く こ と は、 環境負荷の低減 と 同時に、

商品を利用する子ど も たちの環境意識の向上と い う 点

で も重要な取 り 組みだ と いえます。

　 ラ ン ド セル、 通学かばん メ ーカーのキ タ ダ(株) （岩

手県盛岡市） では、再

生資源の利用な ど環

境に配慮し た商品の開発に力を入れてお り 、 このほど

同社のス クールバッ グ 「エコールク ラブ」 が、 通学用

かばん と し て初めてエコマーク の認証を取得し ま し た

（認定番号 ０６ １０４ ０３９）。

「エコールク ラ ブ」 は、 表生地 （繊維部分） にＰＥＴボ

ト ルを リ サイ クルし た繊維を ６０％以上使用し てお り、

化学物質の使用等に関する基準を ク リ ア し、 エコマー

ク商品類型 Ｎｏ.１０４ 「家庭用繊維製品」 で認定を受け

ま し た。 また、 素材に厚織生地を使用する こ と によ り

軽量化と耐久性を実現する と と もに、 使用する材料に

ついて も様々な環境配慮を行っています。

　 今後も子ど も たちに と って身近な商品における環境

配慮への取 り 組みが進み、 多 く のエコマーク認定商品

が市場に流通する こ と が期待されます。

◆キ タ ダ(株) ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｍ-ｋｉｔａｄａ.ｃｏ.ｊｐ/

「エコマークニュース/

メール版」 は 『エコマーク

広報』 と してリニューアル

 し ま した！

キタ ダ(株) の

「エコールク ラブ」
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２００７ 年度版のエコマークのカ タログ、 リーフレ ッ トができました

　 エ コ マーク では認定商品の購入 ・ 利用拡大に向け、

様々な媒体を通じ てエコマーク商品に関する情報を提

供し ています。

　 こ のほ ど 、 エ コ マーク事務

局が監修する ２００７ 年度版の

「エコ マーク商品カ タ ロ グ」 な

ら びに 「グ リ ーン ス テーシ ョ

ン掲載商品カ タ ロ グ」 が発刊

さ れま し た。 発行元 よ り 国や

地方公共団体、 学校などに、 ４

月に配付されています。

　 ま た、 　エ コ マーク と グ リ ー

ン購入法特定調達品目の対応

関係をま とめた 「エコマー ク と

グ リ ーン購入法特定調達品目」

の ２００７ 年度版パンフ レ ッ ト もでき上が り ま し た。

　 企業や自治体などにおける グ リ ーン購入の推進等に

ご活用 く ださい。

日本初！ エ コマーク商品専門シ ョ ッ ピングサイ ト がグラン ドオープン

(財)日本環境協会 エ コ マーク 事務局が監修し てい

るエコマーク商品総合情報サイ ト 「グ リ ーン ステーシ

ョ ン」 の情報を利用し た、 日本初のエコマーク商品専

門シ ョ ッ ピングサイ ト 「ＧＳ シ ョ ッ プ」 （ｈｔｔｐ://ｓｈｏｐ.

ｇｒｅｅｎｓｔａｔｉｏｎ.ｎｅｔ/） が、 約１ 万品まで取扱商品を拡大

し 、 ２００７ 年 ４ 月 ２ 日にグ ラ ン ド オープ ン し ま し た

（(株)フ ァ イ ン運営）。

「ＧＳ シ ョ ッ プ」 では、 個別商品ご と にその環境優位

性に関する詳細な情報提供を し てお り 、 消費者はその

情報を吟味し た上で、 購入の判断をする こ と ができ る

よ う になっています。 事務用品、 建材、 日用品、 ＯＡ　

機器、 繊維製品等、 取 り 扱い商品も多岐に渡るほか、

「エ コ マー ク 商品を一度使っ てみたいんだけ ど……」

と い う 消費者の皆さ まのための 「エコマーク入門セ ッ

ト 」 も用意されています。

国際協力活動

ＧＥＮ 役員会に出席

４ 月 １６ 日、 １７ 日に、 世界エコ ラベ リ ング ・ ネ ッ ト

ワーク （ＧＥＮ） 役員会がカナダのバン クーバーで開催

され、 エコマーク事務局よ り ＧＥＮ役員およびＧＥＮ総

務事務所担当者が出席し ま し た。

　 会議では ＧＥＮ の活動内容や運営について議論が行

われ、 ＩＳＯ や国連機関と いった他の関連の国際機関と

の関係強化を一層推進し てい く こ と や、 ＧＥＮ ホーム

ページの リ ニューアルの実施が確認されま した。 また、

２００７ 年度の ＧＥＮ 総会は、 １１ 月にス ウ ェーデンのル

ン ド で開催される予定です。

「ＧＳ シ ョ ッ プ」 のホームページ

「エコマーク商品カ タ ログ」

問合せ先： (株)チクマ秀版社

ＴＥＬ  ０３-３９６５-１４１１

「グリーンステーシ ョ ン

掲載商品カタ ログ」

問合せ先： (株)フ ァ イン

ＴＥＬ　０６-４７０４-５７２５

「エコマーク とグリーン購入

法特定調達品目」

http://www.ecomark.jp/pdf/g_eco07.

pdf からもダウンロードできます。
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関連情報

グリーン購入の推進において重視されるエコマーク

　 環境に配慮し た商品 ・ サービ スの選択 ・ 購入を実践

する グ リ ーン購入を推進し てい く には、 商品等の環境

側面に関する情報のわか り やすい提供が大変重要であ

り 、 こ う し た観点から環境ラベルは大きな役割を担っ

ています。

　 環境省が平成 １８ 年度に実施し た地方自治体のグ リ

ーン購入の取 り 組みに関する調査* によれば、 グ リ ー

ン購入に際し て 「環境ラベ リ ング （マーク表示等）」 を

参考にし ている と回答し た自治体は６２.４％と、 「 メ ー

カー等の製品カ タ ロ グ・パンフ レ ッ ト 類」 （７３.１％） に

次いで ２ 番目の項目と なってお り 、 その中で も グ リ ー

ン購入の取 り 組みが進展し ている都道府県 ・ 政令市で

は、「環境ラベ リ ング （マーク 表示等）」 の回答が ９０.２

％にも達し ています。

　 具体的に参考 と する環境 ラ ベ リ ン グ制度等を見る

と 、 回答が最も多かったのがエ コ マーク で、 ９８.２ ％

（前年度に対し ３.８％増加） の自治体が参考にし ている

と答えています。 また、 エコマーク事務局監修の商品

総合情報サ イ ト 「グ リ ーン ス テーシ ョ ン」 も １７.１ ％

と、 前年度に比べ ５.２ ポ イ ン ト 回答率が高 く なってお

り 、 このサイ ト を利用する自治体が増えている こ と が

う かがえます。

「製品 （物品 ・ 役務） 選択時の環境情報充実に必要な

仕組み」 に関する質問では、 「環境にやさ しい製品を

認定しマーク を表示する制度」 が８０.１％ （前年度に対

し ２.９ ％増加） と最も回答が多 く 、 環境ラベ リ ング制

度に対する期待が大きい こ と が示されています。

＊世界エコ ラベ リ ング ・ ネ ッ ト ワーク

（ＧＥＮ ： Ｇｌｏｂａｌ Ｅｃｏｌａｂｅｌｌｉｎｇ Ｎｅｔｗｏｒｋ）

ＩＳＯ１４０２４ タ イプ Ｉ 環境ラベル制度を運営するエコ

ラベル機関 （正会員） と エ コ ラベルに賛同する一定条

件を満た し た団体であ る準会員によ り 構成されるネ ッ

ト ワーク で、 現在、 ２８団体が加盟。 お互いを協力パー

ト ナーと し て連携 ・ 協力を図る こ と で、 エコ ラベルな

らびに認定商品の国際的な普及を目指し ています。

44.9 ％

44.8 ％

34.3 ％

地方自治体がグ リーン購入に際し て参考にし ている

環境ラベ リ ング制度等 （１０ 位まで） *
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(％)

98.2 ％
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エ コマーク

グリーンマーク

再生紙使用マーク

（Ｒ マーク）

低排出ガス車認定制度

ＰＥＴ ボ トルリサイクル

推奨マーク

国際エネルギースター

プログラム

グリーン購入ガイ ド ラ

イン及び ＧＰＮ-ＤＢ

牛乳パッ ク再利用

マーク

グリーン購入法特定調

達物品情報提供ｼｽﾃﾑ

ＰＣ グリーン ラベル

74.2 ％

56.5 ％

27.7 ％

26.2 ％

25.3 ％

*出所 ： 環境省 「地方公共団体のグ リ ーン購入に関する アンケー ト

　 　 　 調査」 平成 １８ 年度調査結果 （平成 １９ 年 ４ 月公表） よ り

86.6 ％

ＧＥＮ 役員会の様子


